
　☆☆☆かつ低燃費車

通称名 排気量(㍑)
型式指定

番号
車両型式

類　　　別
区分番号

10・15Ｍ
燃費値

低排出ｶﾞｽ
認定基準
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注：１  同一型式であっても、仕様によって一部軽減対象とならない場合があるので、自動車販売店等での確認が必要。

　　２　燃費の単位はｋｍ／ｌ。同一型式内に複数燃費値があるものは、新燃費基準を満足しているもののみ記載。

  　３　燃費基準は重量毎に異なるため、同一型式であっても重量によって適用される燃費基準が異なることがある。

（参考）新燃費基準の値

ｶﾞｿﾘﾝ車 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車

21.2km/ﾘｯﾄﾙ 18.9km/ﾘｯﾄﾙ

703kg以上828kg未満 18.8km/ﾘｯﾄﾙ 18.9km/ﾘｯﾄﾙ

828kg以上1,016kg未満 17.9km/ﾘｯﾄﾙ 18.9km/ﾘｯﾄﾙ

1,016kg以上1,266kg未満 16.0km/ﾘｯﾄﾙ 16.2km/ﾘｯﾄﾙ

1,266kg以上1,516kg未満 13.0km/ﾘｯﾄﾙ 13.2km/ﾘｯﾄﾙ

1,516kg以上1,766kg未満 10.5km/ﾘｯﾄﾙ 11.9km/ﾘｯﾄﾙ

1,766kg以上2,016kg未満 8.9km/ﾘｯﾄﾙ 10.8km/ﾘｯﾄﾙ

2,016kg以上2,266kg未満 7.8km/ﾘｯﾄﾙ 9.8km/ﾘｯﾄﾙ

6.4km/ﾘｯﾄﾙ 8.7km/ﾘｯﾄﾙ

車両重量

703kg未満

2,266kg以上

自動車取得税及び自動車税の軽減対象自動車一覧表

ここに掲げられた自動車は、自動車取得税の課税標準が自動車の取得価格から３０万円
を控除した額となる。（自家用車の場合は税額が１万５千円、営業車の場合は９千円軽減
される。）
また、排出ガス性能に応じて自動車税が概ね１３～５０％軽減される。

自動車税を概ね１３％軽減

自動車税を概ね５０％軽減

該当車なし

該当車なし

自動車税を概ね２５％軽減


